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information

パブリックコメントの実施について
　本村では、「飛島村公共施設個別施設計画（案）」および、「第４次飛島村総合計画後期基本計画（案）」
の策定・改訂にあたり、広く皆さまのご意見を募集します。

●飛島村公共施設個別施設計画（案）
　公共施設等の計画的な維持管理を実施して
いくための基本的な指針を定め、長寿命化、
維持修繕等を当該計画に位置付け、将来的な
財政負担を軽減または平準化をすることを目
的とするものです。
○計画期間　令和３年度～令和12年度
○案の公表場所　
　飛島村役場1階総務課および村公式ホームページ
○意見提出先および問合せ先
　総務部総務課

●第 ４ 次 飛島村総合計画後期基本計画改訂版（案）
　第４次総合計画後期基本計画について、社会
経済情勢の変化や政策の進捗状況など、必要
に応じて見直すものです。
○計画期間　平成３0年度～令和４年度
　　　　　　※計画期間内の改訂となります。
○案の公表場所
　飛島村役場2階企画課および村公式ホームページ
○意見提出先および問合せ先
　総務部企画課

共通事項
○意見を提出できる方
　在住・在勤・在学の方、村内に事業所を有する方
○案の公表期間および意見募集期間
　1月４日（月）～2月３日（水）
○意見の提出方法
　持参・郵送・ＦＡＸ・電子メール（電話は不可）
○記入必須事項
　①ご意見
　②住所または所在地
　③�氏名（法人その他の団体の場合は、名称および代表者氏名）
　④連絡先（電話番号またはメールアドレス）
　※�様式につきましては、担当課および村公式ホームページにある参考様式をご利用ください。
○意見の公表
　いただいたご意見は、後日担当課および村公式ホームページにて公表します。なお、個別の回答
は行いません。また、意見を求める内容と直接関係のない意見等については、意見として取扱いで
きませんので、ご了承ください。

昨
年
、
１０
月
１
日
よ
り
、
葬
儀
・
火

葬
後
に
葬
祭
場
の
延
長
利
用（
初
七
日

法
要
等
）が
可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

●
利
用
時
間

　

葬
儀
・
火
葬
に
引
き
続
き
１
時
間
の
み

　

例
午
前
に
一
般
的
な
葬
儀
で
利
用
す
る
場
合

　
　

午
前
１０
時

　
　

↓
葬
儀

　
　

午
前
１１
時

　
　

↓
火
葬

　
　

午
後
１
時

　
　
　
延
長
利
用（
初
七
日
法
要
等
）

　
　
　

※
１
時
間
の
み

　
　
　

※
事
前
に
申
請
・
許
可
が
必
要

　
　

午
後
２
時

●
利
用
料
金

　

５
，３
０
０
円（
聖
苑
利
用
申
請
時
の

前
払
い
で
す
。）

●
利
用
で
き
る
施
設

　

葬
祭
場
と
待
合
室（
１
部
屋
）

※
聖
苑
の
施
設
貸
出
の
み
で
す
。

●
問
合
せ
先　

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
保
健
環
境
課

飛
島
聖
苑　
火
葬
後
の

延
長
利
用（
初
七
日
法
要
等
）の

ご
案
内
に
つ
い
て

 ― ← 



13 広報とびしま／2021年1月

愛
知
県
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
の

４
月
入
校
の
訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
。

■
第
2
回
募
集

●
募
集
科
目　

①
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
科

②
Ｏ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
科

③
Ｃ
Ａ
Ｄ
設
計
科

④
総
合
実
務
科（
知
的
障
害
者
対
象
）

⑤
就
業
支
援
科（
精
神
障
害
者
・
発
達

障
害
者
対
象
）

●
訓
練
期
間

　

①
～
④
１
年
間
、
⑤
９
か
月

●
選
考
日

　

①
②
③
⑤
3
月
１2
日（
金
）

　

④
3
月
7
日（
日
）

●
選
考
方
法

　

筆
記
試
験
お
よ
び
面
接
試
験

●
応
募
期
間　
１
月
４
日（
月
）～
２
月

26
日（
金
）

●
申
込
先　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
津
島

●
問
合
せ
先

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
津
島

　

☎
２
６

－

３
１
５
８

　

愛
知
県
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

　

☎
０
５
３
３

－

９
３

－

２
１
０
２

愛
知
県
障
害
者
職
業
能
力

開
発
校
訓
練
生
募
集

特
定
最
低
賃
金
は
、
都
道
府
県
ご
と

に
特
定
の
産
業
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

愛
知
県
で
は
、
１2
月
１6
日
か
ら
４
業

種
の
特
定
最
低
賃
金
額
が
改
定
さ
れ
ま

し
た
。

（
参
考
：
愛
知
県
の
最
低
賃
金
は
１０
月

１
日
よ
り
９
２
７
円
で
す
。）

●
問
合
せ
先

　

津
島
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
２
６

－

４
１
８
５

愛
知
県
特
定
最
低
賃
金

（
４
業
種
）改
定

～
令
和
２
年
12
月
16
日
発
効
～

特定最低賃金名 最低賃金額
（１時間）

鉄 鋼 業 ９７６円

はん用機械器具製造業 ９４８円

輸送用機械器具製造業 ９５７円

自動車（新車）小売業 ９４３円

　

本
村
は
、
公
益
社
団
法
人
愛
知
県
宅

地
建
物
取
引
業
協
会
と「
飛
島
村
に
お
け

る
空
き
家
等
対
策
に
関
す
る
協
定
」を
締

結
し
、
空
き
家
等
に
関
す
る
ご
相
談
に
つ

い
て「
空
き
家
総
合
相
談
窓
口
」を
開
設
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
受
付
時
間　

　

平
日
の
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１

時
～
５
時

※
相
談
は
、
原
則
無
料
で
す
。（
個
別

具
体
的
な
内
容
と
な
る
場
合
や
、
専

門
家
の
派
遣
が
必
要
な
場
合
は
、
有

料
と
な
り
ま
す
。
通
信
料
は
、
相
談

者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。）

●
問
合
せ
先

　

愛
知
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会

　

☎
０
５
２

－

５
２
２

－

２
５
６
７

空
き
家
総
合
相
談
窓
口

地
震
発
生
時
に
お
け
る
道
路
等
に
面

し
た
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
倒
壊
に
よ
る
災

害
か
ら
身
体
お
よ
び
財
産
を
保
護
す
る

た
め
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
す
る
工

事
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

●
補
助
限
度
額

　

１０
万
円

●
補
助
対
象

　

村
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
ま
た
は
開
発
部
建
設
課
ま
で

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
補
助
対
象
期
限

　

令
和
４
年
3
月
3１
日

※
補
助
金
申
請
は
、
工
事
着
手
前
に

行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
請
前
に
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
さ

れ
ま
す
と
、
補
助
金
対
象
外
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

開
発
部
建
設
課

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
撤
去
費
を

補
助
し
ま
す


